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野菜・果実
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17.2%

（１）我が国における酪農・乳業

乳製品
向けが
主体

牛乳
向けが
主体

○ 牛乳・乳製品は、カルシウム等の栄養素や吸収率に優れた食品であり、加工食品等の原材料としても幅広く利用。消費者や
成長期の児童生徒、食品メーカー等へ合理的な価格で安定的に供給し、国民の食生活を支えることは、我が国酪農・乳業の最
も重要な役割の一つ。
○ 北海道において、酪農は、米や畑作物が育たない冷涼・広大な土地を活用できる主要な産業（農業産出額の約４割）。また、
大消費地から遠く、生乳の輸送にコストがかかるため、保存が利く乳製品（脱脂粉乳、バター等）向け生乳の主たる供給地として
発展。地域経済を支える重要産業として、大規模な乳製品工場が集中して立地。
○ 都府県は、大消費地に近く、立地条件が有利なため、牛乳向け生乳の主たる供給地として発展。家畜伝染病等に関するリス
ク分散の観点からも、引き続き、全国各地で多様な生乳生産が行われることが重要。

〔北海道の農業産出額〕
（１０，７０５億円）

〔北海道の耕地面積〕

〔大規模な乳製品工場数〕

〔牛乳・乳製品の役割〕

ｶﾙｼｳﾑ ﾋﾞﾀﾐﾝB2 ﾘﾝ ﾋﾞﾀﾐﾝＡ たんぱく質

割合 30% 16% 13% 8％ 7％

【牛乳・乳製品からの摂取割合が高い主な栄養素】

厚生労働省「平成24年国民健康・栄養調査」から作成

【同量のカルシウムを摂取した場合の吸収率の比較】
（日本人若年成人女性を対象に調査）

40
%

33
%

牛乳 小魚

（イワシ・ワカサギ）

19
%

野菜

（コマツナ・モロヘイヤ・オカヒジキ）

上西、江澤ほか.日本栄養・食糧学会誌Vol.51 259-299（1999年）

農林水産省「牛乳乳製品統計」（H26 年）

農林水産省「生産農業所得統計」（Ｈ25年）

農林水産省「耕地及び作付面積調査」（Ｈ26年）、「畜産統計」（H26.2.1現在）

＊処理量が40トン/日以上

農林水産省「畜産統計」（H27.2.1現在）

酪農家
戸数

乳用牛
頭数

全国 17,700戸 137万頭

北海道
6,700戸
（38％）

79万頭
（58%）

都府県
11,000戸
（62%）

58万頭
（42％）

〔全国の酪農経営〕
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１．牛乳・乳製品をめぐる状況

北海道の耕地面積 115万ha

うち酪農用の
飼料面積

42万ha
(36%）

全国 30工場

うち北海道 21工場
(70%）



販売

製品納入

販売

（処理・殺菌）

牛乳、はっ酵乳等

（加工）

バター、脱脂粉乳、チーズ等

酪農家
卸・小売

牛乳販売店約７千店
量販店約2万店

乳業メーカー約500社 消費者

実需者

販売

パン工場

飲料メーカー

等

相対交渉

＜加工原料乳価＞

加工原料用生乳

委
託
販
売

相対交渉

＜飲用乳価＞

飲用牛乳等用生乳

（加工）

生クリーム等

生ｸﾘｰﾑ等用生乳

相対交渉

＜生ｸﾘｰﾑ等向け乳価＞

価格は両
者が個別
に決定

指
定
生
乳
生
産
者
団
体

北海道

東 北

関 東

北 陸

東 海

近 畿

中 国

四 国

九 州

沖 縄

（２）生乳及び牛乳・乳製品の流通

生ｸﾘｰﾑ

価格は両
者が個別
に決定
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○ 生乳は酪農家から主として指定団体等により集乳され、乳業メーカーに用途別に販売。乳業メーカーは、殺菌処理
等を行い、飲用牛乳、はっ酵乳、チーズ等に加工した製品を、牛乳販売店や量販店等の卸・小売に販売し、小売から消
費者へ販売。また、脱脂粉乳・バター等の乳製品は製菓製パン、飲料等の実需者に販売され、さらに加工されて消費者

へ販売。

直接販売



クリーム

バター

生クリーム

脱脂粉乳

チーズ

脱脂乳

固体

乳脂肪分

液体

その他

粉状

ﾎｴｲﾊﾟｳﾀﾞｰ

カード

ホエイ

液体

凝固

飲用牛乳

はっ酵乳

加工乳・乳飲料

脱脂濃縮乳

液体

生乳１００kgから

約９ｋｇ生産

生乳１００kgから

約５ｋｇ生産

生乳１００kgから

約９ｋｇ生産

生乳１００kgから

約２９ｋｇ生産

生乳１００kgから

約１０ｋｇ生産

パン、菓子、

飲料等

加熱殺菌

乾燥

酵素を加えて凝
固したものを分離 熟成

遠心分離により
乳脂肪分を分
離

生

乳

空気・水分を

抜きながら練る

濃縮して乾燥

濃縮

（参考）牛乳・乳製品の製造工程
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○ 生乳からは、加熱殺菌することで飲用牛乳が製造されるほか、遠心分離により乳脂肪分と無脂乳固形分に分離し、
加工する等により多様な乳製品が製造。



牛乳向けの生乳需給（都府県）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

需要期には、生乳が不足
→ 北海道から移送

不需要期には、生乳が過剰
→ 乳製品の製造を通じた需給調整

生乳生産量
牛乳向け処理量

我が国の生乳生産量（平成２６年度）

都府県 ３５１万トン（48％）
北海道 ３８２万トン（52％）

※北海道から都府県への生乳移出分等を含むため、生産量と処理量の
合計は一致しない。

（３）生乳需給における乳製品の役割

○ 生乳の生産は、暑さで乳牛の体力が落ちる夏場は減少し、冬場には増加。一方、生乳の需要は、牛乳向けを中心
に夏場は増加し、冬場には減少するという逆の動き。

○ その結果、生乳については、必然的に冬場から春先にかけて過剰が発生するので、保存性が高い脱脂粉乳、バ
ター等として製造（これがなければ、過剰となった生乳を大量に廃棄する必要）。

○ このように、牛乳の製造だけでは生乳の需給が不安定になるため、季節的な生乳需給のアンバランス等を調整す
る需給調整弁としても、乳製品の製造は不可欠。

牛乳向け ８８％（３３６万トン）

乳製品向け ８４％（２９２万トン）

乳製品向け １２％（４４万トン）

牛乳向け １６％（５５万トン）

〔北海道と都府県における生乳の仕向け先〕

都府県

北海道

７３３
万トン

農林水産省「牛乳乳製品統計」
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（４）酪農を支える国内制度

○ 乳製品向けの生乳は、牛乳向けと異なり、乳製品に加工することで保存が利く一方、輸入品と競合し取引価格が
生産コストを下回っているため、再生産が可能となるよう、一定の支援が必要。

○ このため、乳製品向けの生乳に対象を絞って補給金（加工原料乳生産者補給金）を交付することで、全国的に生
乳需給や酪農経営の安定を図っている。

○ また、乳製品のうち脱脂粉乳、バター等は、内外価格差が大きく、品質面での差別化も困難なことなどから、輸入
が無秩序に増えた場合、国内の需給や生産に悪影響を与えるおそれ。

○ このため、国家貿易によって乳製品の種類、量、時期等を選択・調整した上で輸入することなどにより、国内需給
等への影響を最小化。

26年度総供給量1,172万トン（生乳換算）

輸入乳製品 443万㌧

乳
価
（
取
引
価
格
）

115

80
75

北海道都府県

60

円/kg

チーズ 298万㌧
アイスクリーム等 65万㌧

脱粉・
バター等

34万㌧

学校給食
用脱粉等

46万㌧

関税
割当

国家
貿易

自由化品目

生産コスト

加工原料乳生産者補給金
（26年度所要額：311億円）

乳製品の国家貿易制度

（独）農畜産業振興機構が、バター・脱脂粉乳等を買い
入れ、入札により国内価格水準で売り渡し。

農畜
産業
振興
機構

買入れ

国内へ

売渡し

国内価格水準

生産者団体、乳業メーカー間で季節毎の需要等を踏まえ、用途別に取引

注1) このほか、自家消費等に仕向けられたものがある。
注2) 用途別の乳価（取引価格）は、26年度の各用途の代表的な水準を示している。

国内の生乳生産 733万㌧ （生産者団体が自主的に計画生産を実施）

脱脂粉乳・バター等

154万㌧

ﾁｰｽﾞ

46万
㌧

生ｸﾘｰﾑ等
136万㌧

飲用牛乳等

391万㌧

マーク
アップ

輸入

価格

※輸入価格には関税を含む。

輸入

価格
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